
　２　新宿区及び渋谷区の一部に係る区域

町丁目界 

水際線 

区域 

町丁目界及び水際線 

以外の境界線の範囲 

凡  例 

西新宿八丁目 

西新宿七丁目 

西新宿一丁目 

西新宿六丁目 

西新宿二丁目 

西新宿三丁目 

西新宿五丁目 

北新宿二丁目 

本町一丁目 

代々木三丁目 

代々木二丁目 

代々木一丁目 千駄ケ谷五丁目 

千駄ケ谷六丁目 

新宿三丁目 

新宿四丁目 

歌舞伎町一丁目 

歌舞伎町二丁目 

新宿六丁目 

新宿五丁目 

内藤町 
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北新宿一丁目 


